
麻績村の教育方針に関する研究検討委員会「第 9回子育て支援部会」議事録 

 

日時  平成 30年 2月 15日（木） 午後 3：30～ 

場所  麻績村地域交流センター 2Ｆ 第 3・4研修室 

参加者 ・教育委員 塚原明水委員     ・教育委員 坂野かほり委員  

・住民課長 森山正一委員      

・子育て支援担当保健師 升田久美子委員 

    ・筑北中学校特別支援コーディネーター 清水純子委員  

・麻績小学校特別支援コーディネーター 田中真由美委員 

・麻績保育園特別支援コーディネーター 箕浦みあき委員 

・子育て支援コーディネーター 市ノ瀬淳一委員  

・ひだまり担当職員 滝澤玲子委員 ・支援担当職員 塩家正和委員 

・教育長 飯森力委員  

 

事務局 ：今日は麻績村教育方針に関する研究検討委員会、第 9 回子育て支援部会にご

出席いただきありがとうございます。職務上知りえた個人情報の取り扱いには

十分ご注意したご発言をお願いいたします。これより第 9 回子育て支援部会を

開始いたします。塚原明水部会長よりご挨拶いただきます。よろしくお願いい

たします。 

委員 ：お忙しいところありがとうございます。前回は山形村の子育て支援センター

に見学してきたところであります。見てきた方のご意見等をお聞きしながら情

報交換をしていきたいと思います。忌憚のないご意見を頂ければと思います。 

事務局 ：記録から一点お願いいたします。前回の議事録をお配りさせていただきました。 

差し替えがありましたので、皆さんの手元に新しい議事録を配らせていただき

ました。個人が特定されてしまうような発言や前回の発言で意味合いが違うと

ころございましたでしょうか？ありましたら今お願いいたします。何かありま

したら記録の方までお願いいたします。記録からは以上です。 

委員 ：それでは 3 番の研究・検討事項に入ります。部会長、進行をお願いいたしま

す。 

委員 ：（１）第 8 回子育て支援部会、山形子育て支援センター視察ということで、2

月 7 日に行ってまいりました。資料がありますので、事務局で説明をお願いい

たします。 

委員 ：視察の内容ですが、子育て支援センターの説明と子育て支援センターの活動

の見学をさせていただきました。子育て支援課の課長と子育て支援担当の保育

士に対応していただきました。「すくすく」のパンフレットをご覧ください。出

入り口の自動ドアは子供の手に届かないところにあり、徹底した安全管理がさ



れていました。常に各部屋の施錠がされていました。受付でカードを提出し、

名札を付けてから施設の利用が始まります。計測コーナーや赤ちゃんコーナー

が設置されていました。会議室では今後有料で子育てショートステイという事

業が行われるそうで、トイレや給湯室も完備されていました。事務所には 4 人

の職員が常駐されていました。相談室も設けられていました。外回りも広く、

フェンスが設置されており、安全管理が行き届いていました。プレイルームに

は授乳室、トイレが設置されていました。センターの施設内容は以上です。 

次の資料をご覧ください。職員体制です。子育て支援課が、山形保育園、ふ

れあい児童館、子育て支援係という部署に分かれています。子育て支援係の業

務内容として、 

      ・子育て支援に関すること 

      ・次世代育成支援に関すること 

     ・児童虐待に関すること 

     ・青少年健全育成に関すること 

     ・ひとり親家庭に関すること  

     ・私立保育園、認可外保育園に関すること 

     ・企画調整に関すること   

     ・障がいのある子どもに関すること 

     ・要保護児童対策に関すること 

     ・保育園等の利用、支給認定に関すること 

  等あるそうです。課長、保健師、正規保育士、非常勤保育士、臨時の保健師が 4

名、事務職員がいるようです。平成 27年度に「やまのこ」が認可園となったそ

うで、こちらもかかわっているそうです。保育園の「認定」と「入園手続」を

支援係で受け付けているようです。ふれあい児童館は課長、臨時職員が 18 名、

登録児童が 90 名程おり、毎日 70 名の利用があるということでした。施設も 2

か所に分かれているそうです。常勤が 10 人、非常勤が 20 人いらっしゃるとい

うことです。保育園ですが、230 名在園、園長、主任、保育士 11 人、非常勤 5

人、栄養士 1 人。徴収に関することは保育園が行っているそうです。認定を子

育て支援係が行い、徴収を保育園で行うという点がやりにくいそうです。 

   山形村の子育て支援センターは子育て世代包括支援センターとして認定され

ているそうです。子育て支援課の保健師と保育士が月 1 回カンファレンスを行

っているということでした。子育て支援センターができた時に子育て世代包括

支援センターとして認定がされていたと伺いました。こちらでは妊娠期から 18

歳までワンストップで相談や紹介ができるようにと考えて作られているそうで

す。施設はすべて村費で建設されたそうで、予算が 1 億 4 千万円、保育園の付

帯施設として基金が 1億円弱だそうです。 



   月、年の行事も決まっているようです。資料をご覧ください。 

   次ですが今年度のセンター利用者数になります。出生数が 52 人で、2 歳児の

半数が未満児で保育園に入園しているそうです。麻績村も 2歳児の 2/3程度入園

しているので、早期入園の傾向は同様のようです。村外登録者が家庭数で 722

軒、村内の登録家庭数が 372軒ですので、村内登録の割合は約 40％になるそう

です。視察に行った際、プレイルームには 6，7組の親子が利用されていて、保

育士が 3 人と高山先生で対応されていました。イベント時に利用が多いようで

す。一斉に活動するのではなく、個々に来館した親子に保育士がついて活動し

ていました。 

   センターですが、午前と午後に利用できるようになっています。以前は午後

の利用が少なかったようですが、午前は大きなお子さんが遊んでいるので、生

後 3，4か月のお子さんが午後利用されるようになってきましたとおっしゃって

いました。利用者がいないときでも臨時職員が常にプレイルームにいて、活動

準備や事務をしているそうです。 

   次の資料はサポート体制についての流れになります。子育て支援課と保健福

祉課の流れが一緒に記されています。細かい内容についてはお読みください。

専門機関につなげる体制ができるそうです。また、山形保育園は年 10回、やま

のこが年 5回の巡回相談があるそうです。中学校ですが、鉢盛中学校は朝日村、

山形村、松本市の今井地区の 3 地区が一緒になった中学ということで、各地区

の保健師も加わって情報の交換が密に行われているようです。子育て支援課と

保健福祉課が一緒に月 1 回、子育て支援担当保健師、母子担当保健師、必要関

係者でカンファレンスを行っているそうです。子育て支援の中で、家族支援は

中信教育事務所からスクールソーシャルワーカーに来ていただいているようで

す。養育支援訪問は、要保護支援実務者会議を開き、必要に応じて児童相談所

につなげるというケースも近年多くなってきているという話でした。山形村で

は移住者が増えているということで、そちらの対応も増えてきているそうです。 

   まず、それぞれの機関で見守りをし、子育て支援課に入ってきた情報をまと

めているようです。 

   「ココイク」というチラシがあります。アプリがありまして、ダウンロード

すると、様々なサービスが受けられるそうです。村外の方でもこちらを見ると

常に情報が見られ、支援センターに問い合わせしてくるそうです。ホームペー

ジにも月の行事が載せ、村外者への情報提供を行っているとのことでした。 

   できるだけワンストップで相談等ができるようにと、平成 24年の課の再編成

によって、子育て支援課ができたそうです。「すくすく」は土日は休館日ですが、

最近月に 1度の日曜開館日を設けているそうです。 

  以上になります。 



委員 ：説明ありがとうございました。行かれた方の感想等をお願いします。私から

申し上げます。パンフレットの裏面に建設の経緯が載っております。平成 21年

からスタートしていまして、5年という月日をかけて完成に至っています。組織

的にも平成 24年に子育て支援課を作っていることに驚きました。施設・設備も

コンパクトにまとめられていて、素晴らしいものでした。若いお母さんたちに

とっても使い勝手がよさそうでした。スタッフが大勢いることがとてもうらや

ましい点でした。収納スペースが少ないと感じました。 

委員 ：一保護者としての目線で視察させていただきました。よく考えて建設されて

おり、お母さんたちが安心して利用できる施設であると感じました。赤ちゃん

や 1，2歳児のスペースのすみ分けもきちんとされており、授乳スペースや計測

スペースもあるので、子供たちが成長していっても安心して利用できる場であ

ると思いました。職員体制がしっかりと整っているので、その点をしっかりと

麻績が学んで改革していくことが重要であると感じました。麻績の利用者は山

形村ほどではないので、今あるスペースでも何とかできるだろうと思いました。

今のスペースを何とか使いやすく変えて、即、新しいひだまり広場を作りたい

と思いました。 

委員 ：とても立派な設備で、調乳器があることに驚きました。今ある施設の中で何

が取り入れられるかという目線で視察してきました。仕切りを使って授乳コー

ナーを作ろうと考えています。また様々な企画を立て、内容を充実させていき

たいと感じました。また、住民課との連携として、子育て講座や育児相談、ベ

ビーマッサージ等も行っていきたいと感じました。外部講師もお呼びしたいと

も思いました。ひだまり広場ですが、行事がない日でも 10組前後の利用がある

日も増えていますので、できることを考えていきたいと思います。開所日の増

設ですが、担当者がつかないフリーの日を設けて対応することも考えていきた

いと思っています。  

委員 ：人をコーディネートする担当がいるといろいろな機関が連携していくという

ことを感じました。課長は保健師ということで保育や教育に強くかかわってき

たわけではなくても、保育園や学校と関連をもって、何かがあった場合は、専

門職につなげるとおっしゃっていました。人をコーディネートする担当は専門

職でなくても良いということを感じました。そしてその担当者がいるというこ

との重要さを強く感じました。臨時職人が多くいましたが、専門職でなくても、

村内の様々な方に声をかけて、人脈を広げていけば、麻績村なりにいろいろで

きるだろうと思いました。先ほど、委員からすぐに新しいひだまりを作ろうと

いう声がありましたが、私も同意見です。視察をし、何か新しいことを始めて

みて、今の麻績村の体制で、どこまでが出来て、どこからができないのかを明

白にし、できない部分は変更をしていくということを進めていくことが重要で



あると感じました。  

委員 ：施設や人材の豊富さが素晴らしいと感じました。ターミナルのように、ここ

に行けば子育てについて相談にのってもらえるし、いろいろな機関につながっ

ていけるという大きな窓口が麻績村にも必要だと感じました。 

委員 ：子育て世代包括支援センターを平成 32年度末までに地域の事情を踏まえなが

ら全国展開を目指すということが国から出されていて、山形村も立ち上げてい

るとお聞きしました。保健センター等で立ち上げると母子保健型、子育て支援

課等で立ち上げると基本型となり、各自治体でいくつもあってよいとなってい

ます。山形村での子育て支援課と住民課サイドの母子保健型との連携がとても

勉強になりました。どちらに主があるかで変わってくるとは思いますが、今麻

績村においては要保護児童対策協議会や養育支援事業保護等も住民課で行って

いますが、人の配置次第でどちらでも実施は可能で、連携が取っていけるとい

うことを確認することができ、参考となりました。 

委員 ：視察に行かれなかった方からご質問等はありますか。 

委員 ：教育委員会は別にあるようですが、学校は子供の教育のことを中心に行って

いるのでしょうか。教育相談の方や家庭を見てくれる方もいらっしゃるような

ので、学校は教育委員会ではなくこの施設にお願いする形になるのでしょうか。 

委員 ：保護者が支援センターに相談に来るケースはあるそうです。その際に専門職

につなげることを行っているようです。 

委員 ：学校から要望を出した場合でも対応してくれるのでしょうか。 

委員 ：可能とおっしゃっていました。 

委員 ：学校で家庭支援をお願いすれば、そこでチームを作って連携していただける

ということですか。小学校での対応でなく支援センターにお願いすることがで

きるのでしょうか。外部の先生方も今小学校が直接お願いしているのですが、

それもこのセンターで行っていただけるのでしょうか。この施設が何歳まで対

応が可能なのかにもよるのでしょうか 

委員 ：高校生までとおっしゃっていました。情報の共有もできているそうです。 

委員 ：小学校訪問の際に子供の困りに対して具体的な指導等を行っているかという

質問をしました。そういった教育的な部分は支援センターでは対応が難しいの

で、そのケースに対してつなげられるような機関があればつなげます、ただそ

の子に対してこういった手立てを講じようということはできないとおっしゃっ

ていたので、推測ですが、その部分は学校での対応になると思います。ただ、

家庭問題でどこかの機関につなげられる場合はつないでいき、少し難しいケー

スの場合は児童相談所へつなぐケースもあるとおっしゃっていました。基本的

に教育の所は学校で行っているのだと思います。 

委員 ：麻績村は人数が少ないですが、利用者がいなくなることはないですし、保育



園の保護者の方も子育て支援センターがあればありがたいだろうと思います。

ひだまり広場でも保護者同士で話ができる場だと聞いております。授乳室やお

むつ替え室がないということなので、山形村でも 5 年という時間がかかったと

いうことを考えても、すぐに改善できる点は改善していき、山形村の施設に少

しでも近づけるようにしていけばよいと思います。 

委員 ：委員が利用されていた長野方面の施設と比べてどうでしょうか。 

委員 ：規模は同じぐらいでした。資料を見させていただいただけでもすごいと思い

ました。上を見たらきりがないので、新年度から進めていくのであれば、今あ

る中で、絶対にはずせない部分、順次改善しながら行える部分といったような

計画を考えていくのが一番良いのかと思います。「ココイク」のようなものは絶

対にあったほうが良いと思います。赤ちゃんが生まれた家庭に紙ベースの資料

等が送られると思いますが、見て終わってしまうと思うので、QR コードをスキ

ャンして情報を得るのはとても良いと思います。ただこういったことをするに

は、権利等の問題があるのですか。 

委員 ：無料冊子のイクジイにも載せているといっていました。今ひだまり広場では

未就園親子の居場所を主として活動しています。周知の方法も参考になりまし

たが、それに伴って事業内容もいろいろ考えていかなくてはならないと思って

います。 

委員 ：教育委員会にいた時に保育園と一緒に視察に行っているので、施設自体につ

いては見させていただいています。麻績にもあればよいとも思います。施設的

は無理としても、子育て支援の内容については山形村に近づけていければよい

と思います。委員からありましたが、スマホの時代ですので、保護者がアプリ

を使って情報を得るというのは良いと思いました。 

委員 ：委員、未就園親子の相談窓口の件で、話し合いは必要ですか。 

委員 ：各担当の目線からご意見が頂ければと思います。  

委員 ：未就園親子への窓口に関して委員はどのようにお考えですか。 

委員 ：ひだまり広場は平成 27年 3月に麻績村子供子育て支援事業計画の中の地域子

育て支援拠点事業として始まった事業です。その中に、交流の場・交流促進、

相談援助、子育て関連の情報提供、子育て支援に関する講習という 4 事業が挙

げられています。その中で一番の遊び場の提供や母子の交流や仲間作りという

点では活用が出来ていると思います。担当している中で、日常の育児相談は、

都度対応したり、アドバイスしたりしています。入園前に必要なことを資料で

提供したりもしています。これからは子育て支援に関する講習や月別の活動を

取り入れていきたいと考えています。具体的には誕生会やプール遊び等は行っ

ています。子育て支援のほかの役割として担っていける部分があると思ってい

ます。外部講師もお願いできればと思っています。相談事業としては育児相談



していただける方、専門職の方、アドバイスしていただける方、発達や遅れの

見極めをしてくれる方に来ていただける日を設けられればと思っています。 

委員 ：未就園の親子については他にありますか。 

委員 ：先ほどの話は今のひだまり広場の活動を通しての希望です。山形村の相談体

制の図を見た時に、いろいろな事業の連携があったので、何が取り入れられる

のかもう一度皆さんのご意見を伺えればと思います。  

委員 ：先ほど委員が母子の件で麻績村でも行っているとおっしゃっていたが、山形

村に視察に行って何かありますか。  

委員 ：ありますが、それは住民課の中で行っていくことになります。この部会全体

で話していくことではないかと思います。保育園、小中学校の先生にも参加し

ていただいているので、どう絞って話をしていくのかが難しいですね。視察し

てきたことを発展させて、麻績村としてどうしていくのかを話していく方が良

いのかもしれません。 

委員 ：我々委員が、麻績村の未就園児の関わりについてもっと知っていかなければ

いけないということを感じます。3番目の相談窓口の件ですが、委員からおっし

ゃっていただいたように、連携や人材の面で、麻績村なりに必要性を感じてい

るところです。今回、山形村の施設を見てきましたが、筑北村や生坂村等の身

近で規模の大きくない地域の施設も視察に行った方が良いかどうかについての

ご意見をいただけますでしょうか。数多くの施設を回るのは難しいでしょうが、

どうしても視察したいという施設があれば出してください。委員は筑北の様子

はわかりますか。 

委員 ：母子保健の部分は一緒なのでわかりますが、それ以外の所は子育て支援の部

分は十分には見えていないです。 

委員 ：筑北村の資料は事務局で持っています。生坂村についても皆さんで視察に行

けなくても事務局で視察に行ってくることも可能かと思います。 

委員 ：（１）の山形村子育て支援センターの視察から、については以上でよいでしょ

うか。 

委員 ：子育て支援部会として次年度からのひだまり広場でできることについて話を

つめることはできますか。 

教育長  ：現在ひだまり広場は月曜、火曜、金曜日のみの開館ですが、次年度どうする

のか、子育て支援センターをやっていくのにどうすべきなのかを話していただ

けると助かります。 

委員 ：その点をもっと話し合った方が良いのですね。 

教育長  ：そうですね。予算をつけるのには話していただくことです。子育て支援セン

ターを今まで通り月曜、火曜、金曜でやっていくのか、毎日開館するのかの結

論を出していただければと思います。私の意見としては、次年度から毎日の開



館が望ましいと考えていますが、部会での意見があればそれを出していただき

たいと思います。毎日開館することによってそこに人材をつけることになれば、

利用者がいつ来ても相談体制が整っているという状態になると思います。視察

を通して支援センターの在り方についてご討議いただければと思います。 

委員 ：（２）の子育て支援連携協議会については今日は話を省いて、ひだまりの利用

日数について話したいと思います。 

教育長  ：ひだまり広場に限らず、子育て支援センターを毎日開設しているかどうかに

ついてご協議いただければと思います。子育て支援センターの建物ではなく、

ひだまり広場を毎日開設するなら、それに合わせて相談室も毎日誰か常駐して

いますというようにしていけると思います。毎日開設する中で週に 1 回は講座

を入れるとなっていくと思います。基本的にひだまり広場は親子の交流する場

所だと考えています。 

委員 ：子育て支援センターを設置するとなるともっといろいろなことを話し合って

いかないとできない気がします。  

教育長  ：山形村のような子育て支援センターにしていくにはどうしたらよいかという

ことを話し合っていただければと思います。山形村に視察に行った経緯をお聞

かせいただければと思います。 

教育長  ：わかりました。視察行った結果、現在月曜、火曜、金曜で運営されているひ

だまり広場を今後どうしていくのかについての話し合いをしていただければと

思います。 

委員 ：麻績村のひだまり広場の推進・検討のために山形村の子育て支援センターに

視察に行きましたが、部会として毎日開設するのかしないのかについてご意見

を頂ければと思います。 

委員 ：2回前の部会でひだまり広場の話をさせていただきました。利用者の声に毎日

利用するわけではないけれど、開設していれば自分の都合で利用できるのであ

りがたいという意見がありました。実際の利用は週 2，3回になってしまうが開

設していれば利用したいとのことでした。これからは徐々に開設日を増やして

いく方向で考えています。 

委員 ：可能であるならば毎日開設をお願いしたいと思います。保護者の方も、常に

職員がいなくても良いけれど、いつでも利用できることを望んでいると思いま

す。 

委員 ：補足です。今委員がおっしゃったように、職員がついていなくても自由に利

用できる日が欲しいというご意見もありますので、そういう日を加えていけば

よいかと考えています。 

委員 ：そのほかに乳幼児や障がいのある児童生徒の相談窓口としてしかるべき人が

いてほしいという要望は以前からあります。 



委員 ：2村事業である遊びの教室にかかわっている未就園の子どももいまして、そち

らの保護者から専門職の先生の所に療育に行っておられる方もいます。ただ保

健師の検診等で声掛けがあった方は 2 村事業でカバーできますが、もっと早い

時期からひだまり広場に来ているお子さんが多いので、ひだまり広場にも同様

に見立てができる方に来ていただける相談日を設けることができればと考えて

います。  

委員 ：相談したい人が欲しい場合、予算化は来年度できますか。 

教育長  ：来年度の予算編成は終わっているので、30 年度に行うことはできません。こ

こで協議した結果、専門職の方をつけるのは難しいだろうということで、人と

機関をつなぐ人を配置しようという話になったと思います。ですのでその体制

がとれるように現在考えております。相談があった時にその相談に対して学校

や専門家につなぐという役割、いわゆるコーディネーターとして動ける体制を

考えています。その方がご自分で対応できれば良いですが、難しい場合はどこ

かにつなぐということです。 

委員 ：相談事業ということではなく、みとりができる作業療法士等にひだまり広場

の活動日に入っていただきたいという要望を出しています。また、利用日を増

設するにあたって、月ごとの活動を取り入れたいのでそこにかかわる職員をつ

けてほしいということで予算をあげているところです。 

委員 ：今日は視察内容を麻績村にどのように生かせるかという話し合いであったと

思います。ひだまり広場事業については次回話し合いをし、部会としての意見

のまとめをしていきたいと思います。 

委員 ：来週の連携協議会の前に協議をしようということで今日議題に上がっていた

と思いますが、連携協議会について話しあわなくても良いでしょうか。 

委員 ：平成 30年度の 3月で連携協議会の委員の任期が切れます。今から新しい組織

を立ち上げるもの難しいと思います。あと 2 年、次期委員の任期は継続してい

く中で、この部会でさらに新しい方向性を決めていけばよいと思いますが、い

かがでしょうか。 

委員 ：麻績村は子育て連携協議会と教育支援委員会が同じ委員だから同じように感

じてしまいがちですが、基本的には違う組織として考えるべきだと思います。

それぞれの支援の在り方も違うので、今まで通りだと考えます。 

委員 ：支援をどうしていこうかという会議と就学判断をする会議は別であると思い

ます。大きな市はそうですが、別々にやらなければならないものではなかった

と思うので、麻績村として、限られた人数の中でどうしていくのかを考えてい

けばよいと思います。 

委員 ：2つの会議を一緒にしていくことを考えるのではなく、それぞれの会議の在り

方を考えればよいと思います。サポートカード対象者一覧表に全員を羅列する



のではなく、例えば、外部機関と連携が必要な児童は A児、T,Tで対応する児童

は B 児、担任で対応できる児童は C 児といったようにし、A 児はこの会議で話

し合いし、判断にかける、B児、C児はこの会議で支援を考えていくというよう

にそれぞれ内容を精査して、ここではどういう児童の支援を考えていくのかと

いうことを麻績村として出していけば、同じ委員で会議を持ってもよいし意味

があると思います。会議内容を精査していくのが大事であると思います。委員

が同じであることがより良いところにも結び付くと思います。会議のすみ分け

をして、でも全員同じ目で見ているという風になるとよいと思います。 

委員 ：次回、連携協議会と教育支援委員会の事業内容のすみ分けについて話しあい

たいと思いますが、よろしいですか。 

教育長  ：1点お願いします。子育て支援連携協議会は麻績村全体の子供の支援をする協

議会であると思いますので、その部分もしっかりと協議していただければと思

います。 

委員 ：そのほかに何かありますか。次回について事務局からお願いいたします。 

委員 ：次回は 3月 2日（金） 15：00～ 

      場所は地域交流センター第 3・4研修室です。 

これで第 9回子育て支援部会を終了とします。 

 

 

 


